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JMA の理念、病院使命 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【 J M A 理 念 】 

 仁愛の心で地域の皆様とともに 

 

【 病 院 使 命 】 

 仁愛の心で安心出来る医療を提供します 

 

【 基 本 方 針 】 

◼ 質の高い急性期医療を JMA 関連施設との協働により提供する 

◼ 診療の基本は救急医療、主軸は「がん」「脳卒中」「急性心筋梗塞」 

「外傷」とする 

◼ 患者・地域住民・職員に対し「医療・教育」で貢献し、常に向上出来る 

組織になる 

◼ 健全かつ安定した病院経営を継続する 
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診療を受けられる皆さまの権利・診療を受けられる皆さまへのお願い 

 

  当院は診療をお受けになる全ての皆さまが次に掲げる権利を有することを確認し尊重いたします。 

 

1.良質な医療を受ける権利 

すべての人は、差別なしに適切な医療を受ける権利を有します。患者さんが受ける治療は、 

一般的に受け入れられた医学的原則に沿って行われます。 

2.選択の自由の権利 

患者さんは、医師、医療機関を自由に選択し、また、他の医師の意見（セカンドオピニオン）を求める 

権利を有します。 

3.自己決定の権利 

患者さんは、自分自身に関わる情報・説明を得た上で医療行為を選択あるいは拒否する自己決定の  

権利を有します。 

4.意識の無い患者さんの権利 

患者さんが意識不明かその他の理由で意思を表明できない場合は、法律上の権限を有する代理人から 

可能な限りインフォームド・コンセントを得ることとします。法律上の権限を有する代理人がおらず、 

患者さんに対する医学的侵襲が緊急に必要とされる場合は、患者さんの同意があるものと推定します。 

5.法的行為能力のない患者さんの権利 

法的行為能力のない患者さんであっても合理的な判断をしうる場合、その意思決定を尊重します。 

6.患者さんの意思に反する処置の権利 

患者さんの意思に反する診断上の処置あるいは治療は、特別に法律が認めるか医の倫理の諸原則に 

合致する場合には、例外的な事例としてのみ行うことができます。 

7.情報に対する権利 

患者さんは、すべての医療上の記録について、そこに記されている自己の情報を受ける権利を有し、 

また医学的事実に基づいた健康状態に関して十分な説明を受ける権利を有します。 

8.守秘義務に対する権利 

患者さんの個人情報は保護されます。個人情報の保管形態は適切になされます。 

9.健康教育を受ける権利 

すべての人は、個人の健康と保健サービスの利用について、情報をあたえられたうえでの選択が 

可能となるような健康教育を受ける権利を有します。 

10.尊厳に対する権利 

患者さんの尊厳とプライバシーを守る権利は、医療と医学教育の場において常に尊重されます。 

11.宗教的支援に関する権利 

患者さんは、信仰する宗教の聖職者による支援を含む、精神的、道徳的支援を受けるか受けないかを 

決定する権利を有します。 
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医療(いりょう)におけるこどもの権利(けんり) 

私たち
わたしたち

は医療
い り ょ う

を提供
ていきょう

するにあたり、すべてのこどもたちが自分
じ ぶ ん

を大切
たいせつ

にして楽しく
た の し く

すごせるようにお手伝い
お て つ だ い

を

したいと思
おも

います。 

 

1. 人
ひと

として大切
たいせつ

にされ、自分
じ ぶ ん

らしく生きる
い き る

権利
け ん り

 

病気
びょう き

や障害
しょうがい

、年齢
ねんれい

に関係
かんけい

なく、人
じん

として大切
たいせつ

にされてあなたらしく生
い

きる権利
け ん り

があります。 

2. こどもにとって一番
いちばん

よいことを考
かんが

えてもらう権利
け ん り

 

あなたにとってもっともよいことかを第一
だいいち

に考えて
かんがえて

もらえる権利
け ん り

があります。 

3. 安心
あんしん

・安全
あんぜん

な環境
かんきょう

で生活
せいかつ

する権利
け ん り

 

いつでも健やか
す こ や か

でいられるようにすごせる権利
け ん り

があります。 

4. 病院
びょういん

などで親
おや

や大切
たいせつ

な人
ひと

といっしょにいる権利
け ん り

 

医療
い り ょ う

を受
う

けるときにお父
と う

さんやお母
かあ

さん、それに代
か

わる人とできる限
かぎ

りいっしょにいる権利
け ん り

があります。 

5. 必要
ひつよう

なことを教
おし

えてもらい、自分
じ ぶ ん

の気持
き も

ちや希望
き ぼ う

を話
はな

せる権利
け ん り

 

あなたにわかりやすい方法
ほうほう

で説明
せつめい

を受
う

けることができ、あなた自身
じ し ん

の方法
ほうほう

で自分
じ ぶ ん

の意思
い し

や意見
い け ん

を伝
つた

え

る権利
け ん り

があります。 

6. 思
おも

ったことと違
ちが

うときに理由
り ゆ う

を説明
せつめい

してもらう権利
け ん り

 

なぜそうなったのか、わかりやすく説明
せつめい

を受
う

けたり、自分
じ ぶ ん

の意見
い け ん

を伝
つた

えたりできる権利
け ん り

があります。 

7. 差別
さ べ つ

なく、こころやからだを傷
きず

つけられない権利
け ん り

 

差別
さ べ つ

されることはなく、あなたのこころやからだを傷
きず

つけるあらゆる行為
こ う い

から守
まも

られる権利
け ん り

があります。 

8. 自分
じ ぶ ん

のことを勝手
か っ て

にだれかに言
い

われない権利
け ん り

 

あなたらしく生活
せいかつ

をするために、あなたのからだや病気
びょう き

、障害
しょうがい

に関
かん

することが他
た

のひとに 

伝
つた

わらないように守
まも

られる権利
け ん り

があります。また、だれかにあなたのからだや病気
びょう き

、障害
しょうがい

に関
かん

することを

伝
つた

える必要
ひつよう

があるときには、その理由
り ゆ う

とともに伝
つた

えてよいかをあなたに確認
かくにん

をします。 

9. 病気
びょう き

のときも遊
あそ

んだり勉強
べんきょう

をしたりする権利
け ん り

 

どんなときも、年齢
ねんれい

や症状
しょうじょう

などにあった遊
あそ

びや学
まな

びの権利
け ん り

を持
も

っていて、あなたらしく生活
せいかつ

を 

することができます。 

10. 専門的
せんもんてき

なスタッフから治療
ち り ょ う

やケアを受
う

ける権利
け ん り

 

あなたは技術
ぎじゅつ

を身
み

につけたスタッフから医療
い り ょ う

やケアを受
う

ける権利
け ん り

があります。 

11. おとなになるまで医療
い り ょ う

やケアを受
う

ける権利
け ん り

 

あなたは継続的
けいぞくてき

な医療
い り ょ う

やケアを受
う

けることができて、さまざまな立場
た ち ば

のおとなに 

支えてもらえる権利
け ん り

があります。 
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入院される方へ  

 

⚫ 当院は、救急医療、急性期医療を必要とされる患者さんを、一人でも多く診断・

治療する使命を持っています。一定の治療が終了した場合、治療が継続できる病

院等へご転院いただくことがありますので、ご理解とご協力をお願い致します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※ 当院では、他の病院を含めて、ご入院の原因となった病気や負傷が同じ場合

で、一般病棟での入院期間の合計が 180 日を超える場合には、厚生労働省の

定めにより入院料の一部を自己負担していただくことがあります。 

※ 入院時の診療科での治療が終了し、別の科（他科）への転科となる場合は、一

時退院していただくことがございます。 

※ 既に入院されている病室であっても、緊

急入院された患者さんのために、他の病

棟・病室に移動していただく場合があり

ますので、ご承知おきください。 

 

 

  

かかりつけ医 

外来 
退院 

（自宅等） 

他院 

JMA海老名総合病院 

入院 

（救急、急性期医療） 

紹介 
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入院までの流れ  

 

入院決定 

外来診察時に、医師が入院に関する説明を行い、入院の予約をお取りします。 

入院に関する説明 

入院までの手続きや書類の説明、病室の希望を確認します。 

入院前問診 ※対象の診療科のみ 

本館１階「⑪患者サポートセンター」にて、看護師が病歴やアレルギー、日常生

活の状況について確認します。また治療・検査や入院生活についての説明を行い

ます。 

 

 

 

 

 

 

・入院当日のお願い（次に該当する方は、来院前に連絡をお願いします） 

    □ 発熱または感冒症状がある   

□ 中止指示の薬を飲んだ 

    □ 誤った時間に食事・水分をとった 

   連絡先 ： 海老名総合病院 046-233-1311（代表） 

お薬の確認 

西館 1 階「⑳救急・時間外受付」へお声がけください。 

薬剤師が持参薬の確認を行います。 

入院の手続き 

西館 1 階「㉒入退院受付」窓口にて、手続きを行ってください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※１ 取得には事前のお手続きが必要です。ご加入されている保険者にお問い合わせください。 

【お持ちいただくもの】 

□ 診察券     □ アレルギー・注意事項情報用紙 

□ 入院時問診票  □ 感染症に関する問診票 

□ 緊急連絡先   □ お薬手帳（現在の内服薬が分かるもの） 

※ 書類はご自宅で記載をお願いします 

 

   

【入院手続きに必要なもの】 

□ 入院申込書  □診察券 

□ マイナンバーカード又は資格確認書 

 

＜該当される方のみ＞ 
□ 高齢受給者証  □ 介護保険証 

□ 公費医療受給者証（乳児医療証等） 

□ 限度額適用認定証または限度額適用・標準負担額減額証等※1 

□ 退院証明書（過去 3 カ月以内に他院にご入院されていた方） 

入
院
前 

入
院
当
日 

入
院 
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入院時の持ち物・準備※ 

 

※持ち物には、必ずお名前をご記入ください。 

 

・危険物の持ち込み禁止 

ナイフ、爪切り、ハサミ、カミソリなどは持ち込み禁止です。 

 

・タバコ類、酒類の持ち込み禁止 

タバコ、電子タバコ、ライター、マッチ、酒類の持ち込みは禁止です。 

 

・貴重品について 

盗難事故・紛失防止の為、多額の現金や貴重品などの所持はお控えください。 

 

・入院生活における履物の選び方     

  スリッパやサンダルは、つまずいたり滑ったりして転倒の原因になります。 

履き慣れていて、かかと・つま先部分が覆われた靴タイプの履物が安全です。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

すべての方 

□ 診察券       □ マイナンバーカード又は資格確認書、各種医療証 

□ 各種書類      □ お薬手帳 

□ 不織布マスク       □ 下着類    

  

該当者のみ 

□ 現在使用しているお薬 

□ メガネ・入れ歯・補聴器と、それぞれの専用ケース 

□ 電気髭剃り(カミソリはご遠慮ください) 

□ ヘアーブラシ（必要な方） 

□ イヤホン（テレビをご利用される方） 

□ ペースメーカー手帳     □母子手帳（産科・小児科の方） 
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入院の費用について  

 

⚫ 入院費用は、診療報酬点数表に基づき、診断群分類による『診療費包括請求制度

（DPC/PDPS）』により計算をしております。 

※ 『診療費包括請求制度（DPC/PDPS）』とは、疾病ごとに分類し、1 日当たり

の医療費を算出する制度です。 

⚫ 入院中は、月末に計算し、翌月 10 日（休日の場合は翌日）に請求書を発行致し

ます。 

請求書発行日の翌日以降 7 日以内に 1 階『自動精算機』または『入退院受付』に

て、お支払い下さい。 

 

⚫ 退院時の請求は、退院日に職員がご案内いたしますので、病室でお待ち下さい。 

⚫ 病室の希望は、入院予約時に確認させていただきますが、状況によりご希望に添

えない場合がありますので、ご了承ください。 

⚫ 保険外診療（分娩、交通事故、労働災害、第三者行為等）でご入院される方は、 

別途保証金（分娩時：15 万円、分娩以外：10 万円）が必要となりますので、お手

続きの際に窓口職員にお申し出ください。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【お支払い方法】 

※ 西館１階入退院受付：平日 9：00～17：00 

土曜 9：00～14：00 

＊日曜・祝日はお取り扱いできません。 

※ 自動精算機：西館１階または本館 1 階 

※ お支払いは、各種クレジットカードがご利用になれます。（自動精算機でも可） 
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特別療養環境室一覧  

 

 種別 室料差額（税込） 主な付帯設備 

東
館 

産科特室（2 階） 13,200 円 
机、椅子、トイレ、ｼｬﾜｰ 

洗面台 

産科個室（2 階） 11,000 円 トイレ、机、椅子、洗面台 

C 個室（3 階） 13,200 円 机、椅子、洗面台 

2 人床（3 階） 2,750 円 
机、椅子、 

（共有）バス、トイレ、洗面台 

西
館 

特室 19,800 円 
机、椅子、トイレ、ｼｬﾜｰ 

洗面台 

A 個室 17,600 円 
机、椅子、トイレ、ｼｬﾜｰ※1 

洗面台 

B 個室 15,400 円 机、椅子、洗面台 

4 人床 2,750 円 机、椅子 

⚫ 室料差額は、一般的な宿泊施設とは異なり、健康保険法によって、入退院の時間

に関係なく日額（0：00～24：00）で計算されるため、健康保険は適用されず

自費にてご負担をいただきます。 

例）午前 0 時をまたいで室料差額のお部屋を利用された場合は、2 日分の料金と

なりますので、予めご了承ください。（1 泊 2 日の場合→2 日分） 

⚫ 国の法令（助産に係る資産の譲渡等関係）に基づき、妊娠中の入院及び出産後の

入院における差額ベッド料は非課税となります。 

※1 部屋によってはシャワーがない部屋もございます。 

 

 特室 A 個室 

B 個室 

個室 

4 人床 
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安心・安全な入院生活を送っていただくために  

 

 

・お名前の確認について                                               

当院では、安全管理（誤認事故防止）のため、入院患者さま全員にお名前を表 

示したリストバンドの着用をお願いしています。 

誤認事故防止のため、フルネームでの氏名の確認にご協力ください。 

 

・ジェルネイルやマニキュア等の除去                                

手足のジェルネイルやマニュキュア等は入院前に除去してください。 

安全な医療を提供するために非常に重要です。正確な観察や数値の測定がで 

きないことがあります。 

 

・貴重品・私物の管理                                           

眼鏡、入れ歯、補聴器、杖、時計、財布（現金、カード等）、貴金属類などの私物 

につきましては、患者さんご自身およびご家族の方で管理をお願いいたします。 

入院時は、アクセサリー類を外してきてください。 

万が一、入院中に紛失・破損が生じても当院では責任を負いかねます。 

    ※床頭台に備え付けのセーフティーボックスがあります。 

 

・忘れ物                                                     

退院時には忘れ物がないようにご確認ください。 

忘れ物があった場合は、1 ヵ月保管後に破棄いたします。 

 

・駐車場のご利用                                              

入院期間中の車両の駐車はご遠慮ください。 

※ 緊急入院等でやむを得ず、駐車された場合は職員にご相談ください。 

 

・電話でのお問い合わせ                                         

電話での患者さんに関する照会や取次ぎには、原則として応じておりません。 

 

・非常時の避難                                                

緊急災害時の避難経路は各病室に掲示してありますのでご確認ください。 

非常時の際は職員の指示に従ってください。 

 

・生花やペットの持ち込み禁止                                     

生花（切り花）、鉢植え、ドライフラワー等の植物、ペットについては感染 

管理上、病棟への持ち込みはご遠慮ください。 
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入院中の生活について 

 

【入院中の過ごし方】 

 

６：00 起床 
起床後、看護師が病室に伺います。 

検温、採血・尿検査等を行います。 

 

８：00 朝食 食事は配膳しますので、病室でお待ちください。 

介助が必要な場合はお手伝いします。 

 

病棟看護師が治療・検査の時間や詳しい説明を 

行います。 

身体拭き、シャワーなど病状や身体の状態に合わせ

て行います。 

 

 

12：00 昼食 

 

18：00 夕食 

 

 

22：00 消灯 

廊下やお部屋の明かりを消します。 

消灯後は看護師が病室を巡視します。 

 

食事について  

 

⚫ 入院中の食事は、病状や疾患に合わせて用意します。 

⚫ 食物アレルギーのある方はお申し出ください。 

⚫ 治療や検査により食事や水分が制限される場合がありますので、医師や看護師の指

示に従ってください。 

⚫ 入院中の食事メニューについては、各病棟のラウンジに掲示してあります。 

一部のメニューのみの掲示となっておりますので、他のメニューをお知りになりた

い方は病棟担当の管理栄養士または病棟スタッフへお申し出ください。 

⚫ 食べ物の持ち込みをご希望される方はスタッフにご相談ください。 
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寝具・清掃について  

 

⚫ 布団、シーツ等の寝具は、病院で用意致します。 

⚫ 病室内の清掃は、委託業者が安全に配慮して行います。 

テレビ・冷蔵庫・インターネット（Wi-Fi）の利用について  

 

⚫ テレビ・冷蔵庫・インターネット（Wi-Fi）のご利用は、（株）パースジャパンと

「PERS Pay（パースペイ）」の契約が必要です。 

⚫ 特別療養環境室料をお支払いいただいている場合においては、床頭台を無料でご利

用できます。 

⚫ 特別療養環境室以外でご利用の場合は、別途 550 円（税込）/1 日の利用料がかか

ります。 

⚫ 契約後はテレビ等の使用をされない場合でも利用料がかかります。 

⚫ 個室以外では、テレビ・ラジオ等を使用する際はイヤホンをご利用ください。 

 

洗濯について  

 

⚫ 洗濯機の設置はありません。 

 

携帯電話の利用について  

 

⚫ 携帯電話（スマートフォン）は指定された場所でご利用ください。 

⚫ 院内のコンセントは医療用のため私用でのご利用はご遠慮ください。 

床頭台についているコンセントをご利用ください。 

⚫ 病棟内には公衆電話はありません。必要時スタッフへお声がけください。 

   

外出・外泊  

 

⚫ 医師の許可が必要となります。 

⚫ 入院中は、ほかの医療機関への受診は出来ません。やむを得ず受診が必要な場合

は、医師または看護師にご相談ください。 

※ 無断での離院は禁止します。無断で離院された場合は、警察へ連絡することや

強制退院になることがあります。無断離院中の事故や病状の悪化につきまして

は、当院は一切責任を負いません。 
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病状説明について  

 

⚫ 病気のことや検査、手術、治療について、医師より説明します。その際、看護師も

同席させて頂くことがあります。 

⚫ 説明の時間は、原則平日の診療時間内（9：00～17：30）です。 

※ 緊急時や医師、患者様、ご家族の都合により、やむをえない場合を除きます。 

 

 

面会について  

 

⚫ 西館１階「㉑面会受付」へお声がけください。 

⚫ 患者さんの病状によっては、面会をお断りさせてい

ただく場合があります。 

⚫ 当院では、感染症の拡大状況に応じた対応をしてい

るため、やむなく面会をお断りさせていただく場合

があります。 

⚫ 感染予防のため、体調のすぐれない方、またお子様

（中学生以下）同伴の面会はご遠慮ください。 

また、感染症の人と接触した方は、潜伏期間中の面会をご遠慮ください。 

⚫ 病室内での面会者の飲食はお断りいたします。 

⚫ 酒気を帯びた方の面会はお断りいたします。 

⚫ 面会に関するお問い合わせは、病院ホームページをご確認いただくか、お電話もし

くは、面会受付にてお尋ねください。 

 

 

感染対策について  

 

⚫ 手洗いや手指消毒にご協力ください。 

⚫ 院内ではマスクの着用をお願いいたします。 

⚫ 必要に応じて面会を制限する場合があります。面会についてはホーム

ページにてご確認ください。 
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施設のご案内  

 

 西館（新棟）  東館（旧新館）  本館 

5 階 

■５A 病棟 

■５B 病棟 

 

    

4 階 

■４A 病棟 

■４B 病棟 

■４C 病棟 

 

■眼科外来 

■日帰り手術室 

 

  

3 階 

■３A 病棟 

■３B 病棟 

■３C 病棟 

 

■３D 病棟 

 

 

  

2 階 

■集中治療室 

■HCU 

■SCU 

■手術室 

 

■２D 病棟 

 

 

 

 

■リハビリテーション科 

 

 

 

1 階 

■総合案内・面会受付 

■救急・時間外外来 

■高度検査センター 

■救命救急センター 

 

■外来 

■各種検査 

■透析室 

 

 

■総合案内・各種受付 

■外来 

■薬局 

 

 

院内設備 

 

【ファミリーマート（コンビニ） 本館 1 階】 ※店内にゆうちょ銀行 ATM あり 

営業時間 （平日）      8：00 ～ 20：00 

     （土曜）      8：00 ～ 17：00 

     （日曜・祝日）  10：00 ～ 17：00 

【はあとすまいる（パン販売） 本館 1 階】 

営業時間 （平日・土曜）  10：00 ～ 13：00 

【三井住友銀行 ATM 本館 1 階】 

営業時間 （平日）      8：00 ～ 17：30 

        (土曜)      8：00 ～ 12：30 

【郵便ポスト】 本館 1 階ファミリーマート前に設置しております 
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各種相談窓口 

 

患者さんやご家族の様々な不安や悩み事について相談できるよう、各種相談窓口を設けており

ます。 

 

患者相談窓口                                                                  

当院では、患者さんやご家族に安心して診療を受けていただくために「患者相談窓口」を設置し

ております。患者さんやご家族からの医学的な質問、生活・療養上の不安、医療安全に関する相

談など、お話しを伺います。その際、皆様からいただいたご意見は、病院サービスの向上と安全な

医療の提供に役立てていくとともに、患者さんやそのご家族のプライバシーの保護にも十分配慮

して対応いたします。相談をご希望される方は下記窓口に直接お越しください。 

 

〇ご利用時間 ： 平日（9：00～17：00）    土曜（9：00～12：00） 

〇相談窓口   ： 海老名総合病院 本館 1階 「⑫患者相談/脳卒中相談窓口」 

 

脳卒中相談窓口                                                                

患者さんやご家族、もしくは他関係機関からの脳卒中に関する退院後の生活等、様々な不安や

悩み事について相談できるよう医療ソーシャルワーカー等がお話を伺い、解決に向けて一緒にお

手伝いさせていただきます。 

 

〇ご利用時間  ： 平日（9：30～16：30） 

〇相談窓口    ： 海老名総合病院 本館１階 「⑫患者相談/脳卒中相談窓口」 

〇連絡先      ： 046-233-1311（代表） 

当院へお電話いただき、脳卒中相談窓口へとお伝えください。 

 

予約制相談窓口                                                                

相談を希望される方は、医師または看護師にご相談ください。 

【退院支援調整（看護師）】 

在宅療養で医療処置の必要性や訪問看護の利用など、専任の看護師がご相談に応じます。 

【医療福祉相談（ＭＳＷ）】 

医療ソーシャルワーカー（社会福祉士）が、病気やケガなどから生じる生活上の様々な問題（経

済的、福祉制度の利用、退院後の生活・療養先等）に対する相談をお受けしております。 

【医療安全相談窓口】 

医療安全に関すること等 
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患者さん・ご家族の方へのお願い 

 

⚫ 良質で安全な医療の提供のためには、患者さんの積極的な参加や協力が必要です。 

次のことをお願い致します。 

□ 情報提供 

ご自身の情報（現在の症状や既往症などについて）を正確に伝えて下さい。 

□ 診療内容の理解と合意 

すべての医療行為は、理解、合意の上でお受け下さい。 

合意した治療方法には従っていただき、同意できない場合は、事前にお伝え下

さい。 

□ 諸規則厳守 

院内の決めごとはお守り下さい。 

ご自身が負担すべき医療費は、速やかにお支払い下さい。 

□ 他者への配慮 

他の患者さんや来院者、当院スタッフの権利を尊重して下さい。院内では静粛

にし、器物は大切に取り扱って下さい。また、携帯電話の使用は、使用可能場

所をお守り下さい。同伴したお子さんは保護者の管理下で行動に責任を持って

下さい。 

□ 禁酒・禁煙 

院内および敷地内での禁酒・禁煙をお守り下さい。 

 

□ 苦情の申し立て 

皆さんからのご意見がより良い医療の提供につながります。何かございました

ら、遠慮なくお申し出下さい。また、ご意見箱へ投函下さい。尚、苦情等の申

し立てに関しては、患者さんの診療へは一切影響はありません。 

□ 教育現場 

当院は、研修医やその他の実習生など、医療の教育現場であることをご理解下

さい。 

□ 医療機器 

患者さんの安全を担保するためご自身の判断で電源を切ったり、設定変更等し

たりしない様にお願い致します。 
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患者さんの個人情報について 

 

⚫ 個人情報保護法に基づき、個人の情報については適切に管理しておりますが、医療

の安全管理上、本人確認を優先すべき、次のことを行っております。 

□ 面会者に対しての病室の開示 

□ ベッドサイドの名札の掲示 

□ リストバンド、点滴ボトル、検査・処置の容器等、食事の献立表への名前の記入 

□ 診察時における名前でのお呼び出し 

□ 至急時の館内放送等での名前でのお呼び出し 

 ※匿名を希望される場合はお申し出ください。 

 

（個人情報の利用目的） 

診療のために利用するほか、施設運営、教育・研修、行政命令の遵守、他の医療・

介護・福祉施設との連携等のために個人情報を利用することがあります。 

また、外部機関による評価、学会、養成の目的で研修医および医療専門職の学生等

が診療、看護、処置などに同席する場合があります。 

※ 学会・医療誌等への発表におきましては、個人情報は匿名化し、利用する場合が

あります。匿名化が困難な場合は、本人の同意を得させていただき利用します。 

 

MEMO  
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海老名総合病院案内図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【交通のご案内】 

⚫             自動車でご来院の方 

圏央道・海老名インターから約 5 分 

東名高速道路・横浜インターから国道 246 号線を経て約 30 分 

厚木インターから約 20 分 

⚫              徒歩でご来院の方 

海老名駅東口、徒歩約 12 分（小田急線、相鉄線、ＪＲ相模線） 

⚫          無料シャトルバスでご来院の方 

海老名駅東口から無料シャトルバスを運行 

（小田急線・相鉄線 海老名駅東口） 

 

 海老名総合病院 
海老名総合病院        http://ebina.jinai.jp 


